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公園緑地管理費

公園緑地整備費

１．都市公園について

■都市公園の現状について

札幌市では、昭和50年（1975年）からの「児童公園100箇所作戦」等の実施により、急速に都市公園数が増加し、現在は2,700箇所を越えています。
また、市民1人当たりの公園面積は、12.7㎡と札幌市都市公園条例で定める標準面積13㎡/人に近づいてきており、政令指定都市の中では上位となっています。（平
均の約２倍）

出典：札幌市みどりの推進部事業概要出典：札幌市資料

●札幌の都市公園面積は、政令指定都市の中では上位となっています

■各政令指定都市の1人当たりの都市公園面積■都市公園数の推移

■1人当たりの住区基幹公園面積
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出典：平成28年度末札幌市資料

■都市公園と遊具施設の経過年数

出典：札幌市資料

札幌市全体の公園の数や面積は、一定程度充実している一方で、一人当たりの住区基幹公園の面積を区別で見ると、
人口が増加傾向にある中央区で著しく不足している状況です。これは、公園の計画的な整備が始まる以前に土地利用が
進んでいたこによります。
また、約６割（1,500箇所）の公園が整備後30年を経過しており、公園施設の老朽化が進んでいます。

老朽化に伴い、施設の更新や日常的な維持管理が大きな負担となっています。
公園緑地関連予算は、1人当たり都市公園面積が10㎡に達し、公園整備が一定の充足をみた平成10年(1998年)頃まで
をピークに整備費が縮減傾向に転じました。
管理費は、施設の修繕や維持が必要な老朽施設が増加しているため、増加傾向にあります。

■公園緑地の整備費・管理費の推移

出典：札幌市資料

主な検討事項について （審議会でのご意見を踏まえ議論の参考となる資料を提供します） 参考資料

●札幌の住区基幹公園の面積は中央区で不足しており、施設の老朽化も進んでいます

●公園整備費は縮減しており、管理費は増加傾向にあります

●利用ニーズが変化し、
機能の見直しが必要となっています

時代の経過に伴い、居住者の年齢構成や
地域の利用ニーズは変化してきています。
街区公園が近接する場所では、公園の機
能に重複が見られ、周辺の大きな公園に利
用が集中してしまうことから、利用の少な
い公園が多く存在します。また、1,000㎡未
満の狭小公園は、設置できる施設や機能が
限定されてしまうため、利用が少ない傾向
があります。

市民アンケート 〔平成30年〕 （建設局みどりの推進部）

問「公園も今のまま維持していくのは難しくなると思われます。今後
の小さな公園のあり方はどうなっていくと良いと思いますか。（あて
はまるもの全てに○）」に対する回答として、最も多かったのは、「
地域が活用できる場として貸し出す」であった。

55.5

19.3

18.8

10.1

9.5

10.7

2.2

0% 20% 40% 60%

地域が活用できる場として貸し出す

公園の数を減らす

公園内の施設の数を減らす

清掃や草刈などの回数を減らす

その他

わからない

無回答 （Ｎ＝９６２）

【問3-1】（２）公園も今のまま維持していくのは難しくなると思われます。そのような中、今後
の小さな公園のあり方はどうなっていくと良いと思いますか。（あてはまるものすべてに○）

【問3-1】（３）小さな公園を地域が活用できる場として貸し出す場合、どのようなことに利用
したいですか。(あてはまるもの全てに○)

地域が活用できる場として貸し出す場合の使い方としては、夏～秋に
は、「夏まつりなど、イベントの場」が多く、冬では、「雪捨て場」
がもっとも多かった。

【問3-2】札幌市の大きな公園（約３００坪（約1,000㎡）以上）についてお聞きします。あなた
は、公園と一緒にあると良いと思う施設は何ですか。(あてはまるもの全てに○)
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36.6
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11.3
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0% 20% 40% 60%

飲食店（カフェやレストランなど）

売店（コンビニエンスストアなど）

保育園

有料駐車場

集会所（地区センターなど）

高�者福祉施設

その他

わからない

無回答 （Ｎ＝９６２）

大きな公園と併設しているとよい施設は、「飲食店（カフェやレスト
ラン）」が最も多く、次いで、「売店（コンビニエンスストアなど）
」が多かった。

■「現状と課題」および審議会ご意見より

・都市公園の地域的偏りの改善が必要
・膨大な数の老朽化した公園施設への対応が必要
・多様なニーズに応じる使いやすい公園づくりのための民間との連携が必要
・公園の利用者に民間の活力を導入することが必要

・観光や都市景観の向上に資する公園の活用や整備が必要
・公園の特性に応じた安全安心して遊べる場が必要
・乳幼児が安全安心して遊べる場が必要

夏～秋の利用 冬の利用

１位 夏祭りなど、イベントの場（59.1％） 雪置き場（66.8％）

２位 バーベキュー広場（30.0％） イルミネーションや
キャンドルなどのイベ
ントの場（27.8％）３位 ガーデニング（26.9％）

ルート別の年間利用者推計

※上位3位のみ掲載
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施策

■拡張
①新規整備の考え方に準ずる。
②1,000㎡未満の街区公園を対象

■新規整備
①街区公園以外の公園は、基本的に新規整備を
しない

②街区公園の新規整備は、必要性が高い地域に
限って実施

■機能分担・統合
①機能分担を中心に実施

②公園の機能向上やコストダウン等が大きく、まち
づくりにも寄与するようなケース等、効果が十分
に見込める場合に限定して統合を検討

（理由）・総量が充実しているため

・街区公園以外の面積が大きく、整備費や

維持管理費に巨額な費用を要するため

（条件）・身近な公園が不足している地域のうち、

人口動態、土地利用などから判断

・

【新規整備推進地域】
街区公園の新規整備を
中心に実施する地域

例外）別途検討するケース
■札幌市全体の施策に関連する場合
（まちづくり事業等）
■開発行為に伴う新規整備

【狭小公園活用地域】
既存狭小公園の拡張
を中心に実施する地域

③新規整備する際は、地域に必要な公園機能を
一通り確保できる面積として概ね1,000㎡以上
を確保する。

①量から質へ ②選択と集中

方針の基本的な考え

公園を新しく作ること（＝量）よりも、既存の公園を活
用すること（＝質）を主な施策とする。

必要性の高い地域や公園等を「選択」、そこに整備を
「集中」。

⇒「街区公園の施策」機能分担（『種類の視点』に記載）

効果的な運用
■公園以外の広場等も、状況によって公園に準ずるものとして扱う。
■必要に応じて、他の公共施設との複合化など連携を図り、都市機
能の効果的・効率的な向上を検討

札幌市公園整備方針（案） （建設局みどりの推進部）

「配置」の視点

既存公園

1,000㎡以上の

公園の誘致圏※4

■総合公園・運動公園
【現状】 個性が豊か

【主な施策】
・整備：根本的な機能再編（全面再整備）は行
わず、施設更新を基本とする

■都市緑地
【現状】 緑の保全等の一方で、遊具等様々な施
設が設置されている例も多い。

【将来像】
・緑の保全等を中心としながら、公園ごとの規模や
状況等に応じた利用もなされている。

■公園種類間の活用（補完）
【施策】
地域に街区・近隣公園の機能が不足する場合、
周辺の他の種類の公園を活用して補完

都市緑地

■街区公園

【主な施策】 機能分担
街区公園を分類し、機能分担を行うことでメリハリをつける。
（新たな利用を生み出しながら、施設総量が抑制されることで、更新・

維持管理費の低減が進む）

地域の核となる公園 機能特化公園 その他の街区公園

趣旨
・地域利用の中心
・多面的な機能
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能重視

・機能を絞り込む
・遊具等に頼らない
整備

・現状の公園
機能を維持

■近隣公園

【現状】 地域利用の中心の施設や機能がある

【将来像】
・地域ニーズに合った、地域（小学生にとっては
小学校区）の中心となる公園
・街区公園よりも幅広い利用目的

■地区公園
【現状】 公園ごとに個性がある。

【将来像】
・地域ニーズに合った、特徴や個性を活かした公園
・街区、近隣公園よりも幅広い利用目的。

主な
整備

地域ニーズを把握しながら、全面再整備
（機能再編）を実施

施設更新（機能
再編を行わない）

【将来像】
・多くの市民、観光客が訪れる魅力あふれる公園
・コンセプト等が活かされている。

【主な施策】
・他の公園種類の性質等に近い場合、該当する公
園種類の整備内容・手法を適用
・整備：基本的に施設更新を実施。

【主な施策】
・整備：地域ニーズを把握しながら
全面再整備、部分再整備を実施 大きな築山（スキー山）

【主な施策】
・整備：根本的な機能再編(全
面再整備）は行わないが、必
要な場合は部分再整備を実施ピクニックのできる芝生広場

補完の例（都市緑地に街区公園機能を設置）

「種類」の視点

前田森林公園のカナール

(1,000㎡以上） (1,000㎡未満）
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１．都市公園について

地域ごとに異なる人口動態やまちづくりの方針、公園の整備状況等を地域特性として把握し、総合的に検証するこ
とで、公園整備の効果が高い地域や、効率的な整備手法を選択する考え方として整理します。

■街区公園の新規整備の必要性が高い地域について

【１】統計区のデータを基にした、整備効果が高い地域の抽出

＊赤い点線で囲った分類区分を公園の整備効果が高い地域とする。

要素１ 人口動態や土地利用等（現況）

要素２ まちづくり戦略ビジョン（将来性）

分類 人口 土地利用 地域
1 
増加

集合住宅、業務系
都心

2 地下鉄沿線
集合住宅3 

4 横ばい 集合・戸建て 地下鉄ﾀｰﾐﾅﾙ
5 

戸建て

明日風、あいの里
6 減少 市街化区域縁辺
7 篠路、太平
8 増加 屯田、東雁来
9 減少 工業地域 工業団地
10 集合・戸建て もみじ台、真駒内

分 類 まちづくり戦略ビジョン
都心
複合型高度利用市街地
一般市街地
郊外住宅地
工業地域

要素３ 身近な公園の整備水準（公園の状況）

全市平均値との比較
①1人あたりの住区基幹公園面積
②1,000㎡以上の街区公園及び、その他の公園に
おける“街区公園の機能を満たす場所”の誘致圏
カバー率

分類 指標
①②両方とも平均値未満

①だけが平均値未満

②だけが平均値未満

【２】公園の配置バランスを基にした、整備効果が高い地域の抽出

要素４ 1,000㎡以上の街区公園等の空白域

1,000㎡以上の街区公園及び、その他の公園における“街区公園の機
能を満たす場所”の誘致圏に覆われていない地域（空白域）がまとまっ
てあり、さらに土地利用が住居系もしくはマンション等が多く立地する商
業系地域を、整備効果が高い地域とする。

分類 誘致圏の状態

まとまった空白域（住居・商業系）

まとまった空白域（工業系等）

地域の核となる公園の誘致圏

【１】【２】によって抽出された地域が、公園整備の効果の高い地域となります。
さらに、既存の狭小公園の配置状況等を確認し、効率的な整備手法を選択します。
①狭小公園が少ない地域は、新規整備が必要となります。 ⇒「新規整備推進地域」

②狭小公園がある地域では、拡張によって効率的に空白域を埋めることができると考えられるため、狭小公園
の拡張を優先的に検討します。 ⇒「狭小公園活用地域」

■街区公園新規整備の考え方
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■新規整備推進地域の現状

１．都市公園について

■地域特性に応じた公園整備のシミュレーション結果

地域の分類 新規整備の必要性 整備手法の考え方

新規整備推進地域 高 新規整備と狭小公園の拡張の両方を推進する。

狭小公園活用地域 中
狭小公園の拡張を目標とする。

新規整備は、状況に応じて検討する。

新規整備対象外

（上記以外）
低 基本的に新規整備は行わない。

平成３０年現在の整備済み及び造成予定地を除いた新規整備推進地域

■現状と今後の方針
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【問7-1】みどりのボランティアの活動に参加したことがあるか。
（あてはまるもの1つに○）

【問7-2】何があれば（また、どのようなとき）参加したいか。（あてはまるもの全
てに◯） ※問7-1で「２．知っているが、参加したことはない」の回答者のみ

【問7-3】今後、問7-3みどりのボランティア活動に参加する場合、どの
ような活動に参加したいか。（あてはまるもの全てに○）

【問7-4】どのような場所でボランティア活動に参加したいか。（あてはまるも
の全てに○）

２．みどりに関する市民参加について

・ボランティアの意見を反映する仕組みの検討が必要。 ・公園の維持管理にも若い世代の参加が必要。
・子育て世代など若い世代がみどりに関わる機会の提供が必要。
・みどりの活動に興味を持つ方への情報発信の仕方の検討が必要。
・みどりの活動に興味を持っている潜在的な方に情報を届けられるよう発信方法を考えるべき。
↓

公園の活性化に関する協議会の設置（都市公園法 H30改正） （国土交通省）

近年、まちなかの公園など立地条件が良いにも関わらず、十分利用されていない公園があります。都市公園法の改正に
より、公園管理者は都市公園の利用者の利便の向上に必要な協議を行うための協議会を組織できるようになりました。

【協議会の構成委員】
〇公園管理者
〇関係行政機関・自治体、
学識経験者、観光関係団体、
商工関係団体、自治会、町内会など

【協議会における協議事項（例）】
○公園の賑わい創出に向けたイベント開催等、運営に関する事項について
○キャッチボールやバーベキューの可否、可とする場合のルール等、公園利用上の
ルール作りについて

○住民参加による花壇作りや清掃等の美化活動等、住民協働のルール作りについて

【事例】南池袋公園を良くする会（東京都豊島区）

■南池袋公園の再整備にあたり、地域の関係者の参加による持続可能な公園運営、公園を
拠点とした賑わい創出を目指し、地元の関係団体等を中心に会を発足

■構成メンバーは、公園内のカフェレストラン事業者、商店会、町会、隣接地権者、学識経験
者等、豊島区

■カフェレストラン事業者は区との協定に基づき、事業者は収益の一部を地域還元費として
会に納入

■会は、公園を拠点にした地域活性化の活動（イベント等）や公園の管理（芝生の育成に関
する啓発活動やごみ拾い等美化活動）を実施

47.4
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20.9

20.4

18.6
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11.5
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11.6

1.9

0% 20% 40% 60%

ごみ拾いなどの清掃活動

花壇の花植えや手入れ

枝拾いなどの樹木の手入れ

お祭りや観察会などイベントのお手伝い

公園内で子どもの見守りなどパトロール

塗装など公園施設の修理

芝生の草刈り

参加したくない

その他

わからない

無回答
（Ｎ＝９６２）

60.8

20.0

15.0

13.7

10.1

8.7

12.3

1.7

9.4

3.1

0% 20% 40% 60% 80%

身近な公園

大きな公園（円山公園、百合が原公園、農試公園など）

都心部（大通公園、札幌駅前など）の花壇や公園

道路沿いの緑地や花壇

河川沿いの緑地や花壇

郊外の森林

参加したくない

その他

わからない

無回答
（Ｎ＝９６２）

市民の約9割がボランティアに参加したことがない 「活動場所や時間の自由度があれば参加したい」

活動に参加したいと思うきっかけについては、「活動場所や時間の自
由度」といく回答が多かった。

みどりのボランティア活動の参加の有無については、「知らない」
「知っているが、参加したことはない」という回答が、92.7％であった。
「参加したことがある」という回答は、わずか6.5％であった。

「『ごみ拾いなどの清掃活動』であれば参加したい」 「『身近な公園』であれば参加したい」

今後参加する場合の活動内容は、「ごみ拾いなどの清掃活動」
が約47％で最も多かった。次いで「花植えや手入れ」が約
26％であった。

今後参加する場合の活動場所は、「身近な公園」が最も多かった。
子育て世帯では、「身近な公園」の割合が高く、子どもの年齢
が低い世帯ほど、その割合が大きくなった。

みどりのボランティアに関するアンケート結果 （平成30年）

●ボランティアリーダー等の育成や多様な主体が継続的に活動できる方策が必要。
●多様な主体によるみどりづくりの取組が必要。

・みどりのボランティアに関する認知度が低く、情報提供のニーズが高いため、情報提供の工夫が必要。
・活動場所や時間の自由度、一人でも参加しやすい工夫が求められている。
・活動内容や場所も若い世代のニーズをくみ取ることが必要。
・高齢者も活動に取り込める場や機会、情報提供が必要。

■「現状と課題」及び審議会ご意見より

■ボランティア活動の支援拠点と市民ニーズについて
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みどりに関するボランティア活動など市民参加の活動支援の拠点になりえる公園の位置図。



３．森林、自然歩道について

札幌市都市環境林管理方針 〔平成30年〕 （建設局みどりの推進部）

・みどりの量だけでなく質を高めていくことが必要
・近郊の森に対する利用ニーズの多様化やオーバーユースへの対策が必要
・森林の保全や活用をより計画的に推進することが必要
・民有林の継続的な利用を図るための体制や制度の見直しが必要

札幌市には都市環境林は、都市近郊林の保全・活用を目的として主に市街化調整区域の民有林を公有化した樹林地
です。1993年（平成5年度）より開始し、現在、37箇所、約1,728haを指定しています。
平成３０年には、「札幌市都市環境林管理方針」を策定し、管理手法と森林特性ごとに保全と活用の方向性を示し
ています。

都市環境林の一覧

【背景】
・市街地に近接している樹林地などで、開発の恐れが強い地域や自然環境、景観及び防災上の公益的機能上保全が必要な地域等について、平成５年から
公有化してきた（37箇所、約1,725ha（平成29.4.1現在））。

・白旗山都市環境林では「白旗山都市環境林基本計画」（昭和59年）に基づき、間伐を実施しながら森林レクリエーションの場としての整備・活用を
図ってきた。

・平成12年から森林ボランティア団体の活動が一部の都市環境林で行われている。

【課題】
・これまでは公有化した森林の明確な管理方針がなかった。
・都市環境林ごとに立地条件や林分構造などが異なるだけでなく、一つの都市環境林内にも自然林と人工林が混じることから、画一的な管理手法で対応
できない。

・間伐が遅れた人工林が放置され、森林の公益的機能が十分に発揮されない状態となっている。
・隣接する緑地等と連携して、効果的な保全や利用促進につなげる必要がある。
・市民による都市環境林の活用を更に促進する必要がある。

長期目標 大都市近郊に残された貴重な自然として、森林の多様な公益的機能の維持増進を図
り、森林の保全と市民のレクリエーションの場としての活用を図る。
大都市近郊に残された貴重な自然として、森林の多様な公益的機能の維持増進を図
り、森林の保全と市民のレクリエーションの場としての活用を図る。

基本方針
①森林の特性に応じた管理手法により、森林の有する公益的機能の発揮を目指す。
②都市環境林の立地条件や施設内容に応じて、都市近郊に残された貴重な自然環境の保全と活用を図る。
③森林ボランティア活動の促進を図り、市民と協働による森づくりを進める。

①森林の特性に応じた管理手法により、森林の有する公益的機能の発揮を目指す。
②都市環境林の立地条件や施設内容に応じて、都市近郊に残された貴重な自然環境の保全と活用を図る。
③森林ボランティア活動の促進を図り、市民と協働による森づくりを進める。

森林の基本的な管理手法 保全と活用の方向性

将来目標への道筋

②自然林

(二次林)現
状

①人工林

①-1
管理可能

①-2
管理困難

森林整備
（間伐･植栽）

天然更新 天然更新
管理
手法

自然林
（広葉樹育成）

過程
自然林

(ｶﾗﾏﾂ等枯死)

周辺の森林と連携して
公益的機能を発揮する自然林へ

森林
の
将来
目標

レク･教育的利用
タイプ

自然環境保全
タイプ

里山的利用
タイプ

保全と活用
のタイプ

森林の
特性と
タイプ
条件

・すでに散策路等があ
り、市民による利用が
ある。
・隣接する緑地に散策
路があり、連携するこ
とによって利用促進が
期待できる。
・散策や観察に適した
自然資源を有する。

・保全すべき景観や良
好な自然環境を有す
る。
・二次林であっても周辺
の貴重な自然林と一体
的に保全を図る必要が
ある（緩衝機能を有す
る）。
・自然の推移に任せるこ
とで、自然林へと移行
することが期待できる。

・まとまった面積の人工
林（1㏊以上）を有す
る。
・アプローチが可能であ
る。
・市民団体による利用
実績があるか、または
今後期待できる。

保全と
活用の
方向性

・市民の森林レクリエー
ション(登山や散策、自
然観察など)の場とし
て、散策路等の施設を
維持・整備を進める。
・都市環境林の利用を
通じて、地域の多様な
自然環境や森林の持
つ公益的機能について
の理解を深め、環境学
習の場としての活用を
図る。
・隣接する公園などの
緑地との連携を図り、
一体的な活用を図る。

・森林ボランティア団体
と管理方針や長期目
標を共有しながら、協
働の森づくりを進める
・市民による森づくり体
験の場(植栽や間伐等)
としての活用を図る。
・隣接する緑地等で活
動する市民団体との連
携を図り、都市環境林
の活用を促進する。
・間伐材の利用促進

・地域特有の生物多様
性の維持、保全を図
る。
・良好な都市環境の形
成のため、住宅地に近
接する景観林・緩衝地
として、良好な自然環
境の維持・保全を図
る。
・水源涵養、土砂流出
防止や防風保安など
の森林の持つ公益的
機能の維持を図る。

レク・教育的利用森づくり体験 保全

自然林
(成長)

都市環境林の位置図

■「現状と課題」と審議会ご意見より

●環境保全や景観向上の観点から森林の保全が求められており、
市民参画による維持管理を推進していくことが必要です

■都市環境林について
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32.8

28.0

10.5

9.3

7.1

5.2

4.6

2.5

49.5

2.4

0% 20% 40% 60%

円山ルート

藻岩山ルート

平和の滝～手稲山ルート

三角山～盤渓ルート

西岡レクの森ルート

西岡～真栄・有明ルート（白旗山）

手稲山北尾根ルート

中の沢～小林峠・源八沢ルート

利用したことがない

無回答

（Ｎ＝９６２）

【問4-1（１）】利用したことのある自然歩道はどれか。 【問4-1（２）】自然歩道を、どのように利用しているか。

64.4

49.7

4.3

7.6

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

ハイキング

自然観察

トレイルランニング(山道を走ること)

その他

無回答 （Ｎ＝４６３）

【問4-1（３）】自然歩道をどのようにすると使いやすいと思うか。 【問4-1（４）】自然歩道をどのように活用したいか。

58.9

58.8

19.6

19.3

6.5

4.6

3.5

4.6

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

いろいろな世代の健康づくりの場

自然観察や環境学習の場

利用者同士の交流の場

観光客などが自然とふれあう場

自然歩道の補修などボランティアの場

活用したいと思わない

その他

わからない

無回答
（Ｎ＝９６２）

■自然歩道について

札幌市には、安全で気軽に自然に楽しめるよう整備
された自然の中の登山道である「自然歩道」が整備さ
れています。
延長2.7～16.4kmの８ルートがあります。

ルート 総延長（㎞） 登山口 対象

円山ルート 2.7 2箇所 家族向け

藻岩山ルート 4.6 5箇所 家族向け

三角山～盤渓ルート 4.6 3箇所 家族向け

中の沢～小林峠・源八沢
ルート（硬石山）

15.0 3箇所 健脚者向け

手稲山北尾根ルート 13.9 2箇所 健脚者向け

平和の滝～手稲山ルート 5.5 1箇所 健脚者向け

西岡～真栄・有明ルート
（白旗山）

16.4 4箇所 家族向け

西岡レクの森ルート 4.5 2箇所 家族向け

自然歩道は、年間述べ26万人規模の利用がある
利用者数の多い登山口は、

1-藻岩山ルート・慈啓会病院口 ＝約6.9万人
2-円山ルート・八十八カ所口 ＝約5.3万人
3-三角山~盤渓ルート・山の手口＝約4.6万人

上記で全体の64.4％を占めている。

また、ルート別でみると、
1-藻岩山ルート（5カ所） ＝約9.4万人
2-円山ルート（2カ所） ＝約7.6万人
3-三角山ルート（3カ所） ＝約5.2万人

上記で全体の86.2％を占めており、市民に親しみの
あるルートとなっている。

36.64% 29.40% 20.13% 9.33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

年間利用者数

藻岩山 円山 三角山～盤渓 平和の滝～手稲山 中ノ沢～小林峠・源八沢 手稲山北尾根 西野 手稲本町 西岡レクの森 盤渓 白川 南沢 豊滝

※いずれの設問も複数回答「あてはまるもの全てに○」

ルート別の年間利用者推計

市民の森、自然歩道位置図

３．森林、自然歩道について

市民アンケート 〔平成29年〕 （建設局みどりの推進部）
●安全で気軽に楽しめる自然歩道が8ルート整備され、年間26万人の利用があります

●自然歩道の施設整備や健康づくりの場としての活用が求められています
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